
入 札 者 注 意 書 
 
１ 入札希望者は、物品公売公告、本注意書及び契約書（案）を熟読の上、現物を熟覧し入札し

てください。 
２ 現物と公示物件との数量が符合しない場合でも、これを理由として契約の締結を拒むことは

できません。 
３ 入札者が代理人であるときは、入札前に必ず委任状を提出してください。なお、共同買受け

をしようとするときは、入札前に代表者選任届を提出し、共同買受けの代表者名を持って入札

を行ってください。 
４ 入札者は入札前に、分任契約担当官より競争参加資格があることが確認された旨の通知（写）

を提出ください。 
５ 入札書は、所定の用紙を使用し入札者の住所、氏名（名称）を記名のうえ押印又は署名する

ものとし、入札金額は、売払物件の金額を記入してください。 
（１）入札書へは、当該物件の消費税を除いた金額を記入し、別紙「入札金額内訳書」を添付

してください。 
（２）入札に際し、誤って消費税を加算した総額を記入して入札した場合、たとえ入札書へそ

のことを明記したとしても、当該入札書は消費税を除いた金額を記入して入札したものと

みなし、有効として処理します。また、落札以前に訂正若しくは取消の申し出があったと

しても、有効として処理し、誤りの訂正、取消は認めません。 
（３）落札の金額は、入札書に記載された金額に当該金額の消費税を加算した金額となります。

この場合、消費税相当額の積算における円未満の端数は切捨てとします。 
６ 提出済みの入札書は、その理由のいかんにかかわらず引替え、変更又は取消を行うことはで

きません。 
７ 次の各号の一に該当する入札は無効とします。 

（１）予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第 70 条の規定に抵触する者が入札した

もの。 
ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得

ている者はこの限りではない。 
（２）予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当するもの。 
（３）入札書に、入札者の記名押印又は署名のないもの。 
（４）入札金額、氏名（名称）が確認できないもの。 
（５）入札金額を訂正したもの。 
（６）委任状を持参しない代理人が入札した者。 
（７）その他入札に関する条件に違反したもの。 

８ 開札前に入札者から錯誤等を理由として自らした入札書を無効にしたい旨の申出又は落札宣

言後において錯誤等を理由に入札無効の申出があっても受理しません。 
９ 開札は、入札者立会いの下に行います。 

ただし、入札者又はその代理人が開札場所に出席しない場合は、国の指定した者を立会わせ



て開札します。この場合、異議の申立はできません。 
10 開札の結果、予定価格に達する入札がないときは、直ちに再入札を行うことがあります。 
11 入札は、予定価格以上の最高のものをもって落札者とします。 

ただし、落札者となる同価格の入札者が２人以上あるときは、直ちにくじによって落札者を

定めます。 
12 入札者の連合又は不穏な挙動その他の事由によって公正な入札を行うことができないと認め

たときは、その入札を取消又は中止します。 
13 外国為替及び外国貿易法（昭和 24 年法律第 228 号）第 6 条第 1 項第 6 号に定める非居住者

が落札者となった場合で、その非居住者が外国為替令（昭和 55 年政令第 260 号）第 11 条第 3
項の規定による財務大臣の許可を要するときは、その契約は財務大臣の許可があったときに有

効とします。 
14 落札の決定の日の翌日から７日以内に契約を締結します。 
15 契約は、契約書を作成し、国、落札者双方が記名押印したときに成立します。 
16 落札者以外の名義人とは契約は締結しません。 
17 車両に記載のある文字番号・マーク及びバンパーの色は引渡後、落札者の責任の下で確実に

消去・塗り替えを行い、消去・塗り替え後は、写真を撮影し、その写真を売払人（東信森林管

理署）へ提出し確認を得ること。 
18 車両等においての車検証及び自動車賠償責任保険証書の名義変更は、落札者（買受人）が必

要な各提出書類を準備のうえ、行うものとします。 
19 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項（別紙様式）について入札前に確認しなければ

ならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとします。 
20 本注意書に定めのない事項は、すべて会計法規の定めるところにより処理します。 
21 問合せ先 

質問がある場合は、次に従い、書面（様式は自由）により提出してください。なお、電話で

の質問には応じません。 
①提出期限 
令和８年７月３日（金）から令和８年７月３０日（木）まで 
②提出場所 
〒３８４－０３０１ 長野県佐久市臼田１８２２ 
東信森林管理署 総務グループ 
IP 電話：050-3160-6055 NTT 電話：0267-82-2036 
電子メールアドレス：toshin.d.f.o@maff.go.jp 
③回答期間 
令和８年７月３１日（金）から令和８年８月５日（水）まで 

以 上 


